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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１１月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年３月１７日 １７時１７分ごろ 

発生場所 宮城県仙台塩釜港塩釜区 

地蔵島灯台から真方位０９８°２,７３０ｍ付近 

（概位 北緯３８°１９′１０″ 東経１４１°０６′０８″） 

事故調査の経過  平成２７年３月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 SOHOH
ソ ー ホ ー

（大韓民国籍）、４,５１９トン 

９２０９２４５（ＩＭＯ番号）、KDB CAPITAL CORPORATION. 

１１３.３８ｍ（Lr）×１６.６０ｍ×１０.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、４,１２０kＷ、１９９９年４月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍） 男性 ５４歳 

二級航海士（大韓民国発給） 

交付年月日 ２０１３年７月３１日 

（２０１８年７月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷側のビルジキールに亀裂及び凹損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか１８人（大韓民国籍４人、ミャンマー連邦共和国

籍１３人、インドネシア共和国籍１人）が乗り組み、冷凍魚約３,６

３０ｔを積載し、船首約５.６ｍ、船尾約７.２ｍの喫水で、平成２７

年３月１７日１６時３０分ごろ大韓民国釜山
プ サ ン

港へ向け、仙台塩釜港塩

釜区貞山ふ頭２号岸壁を離れた。 

 船長は、船橋の左舷側に設置されたレーダーの後方に立って操船指

揮をとり、航海士Ａを主機遠隔操縦装置の操作に、操舵手を手動操舵

にそれぞれつけた。 

本船は、船長が仙台塩釜港航路（以下「本件航路」という。）に入

航する前、海図Ｗ６４Ａ（仙台塩釜港塩釜）上に記載されている塩釜

第９号灯浮標（以下本件航路の灯浮標の名称については、「塩釜」を

省略する。）の場所に仮設の浮標が設置されていることを認め、同浮

標の南側を通過した後、本件航路に入航し、約５～７ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）で東進した。 
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 船長は、本船を徐々に増速させて約１０～１１kn とし、第５号灯浮

標及び第６号灯浮標の間を航行していた頃、霧により視界が悪化し、

右舷船首方約１,１００～１,２００ｍに位置する第３号灯浮標の灯火

を目視で確認したものの、０.７５海里（Ｍ）レンジのオフセンター

としていたレーダーで船位を確認しながら、同じ速力で航行を続け

た。 

 船長は、地蔵島灯台の南方を通過した後、霧が濃くなって視界が更

に悪化し、第３号灯浮標が全く見えなくなったので、レーダーを０.５Ｍ

レンジに切り替え、航海士Ｂほか３人に、船首楼甲板で見張りをする

よう指示した。 

 船長は、第３号灯浮標の北側を通過した後、右舷船首方約２００～

３００ｍに海図に記載されていない物標がレーダーの画面上に映って

いるのを確認したが、何の物標か分からなかったので、レーダーを

０.２５Ｍレンジに切り替えた後、物標を避けようと左への約２°～

３°の変針と半速力前進とを指示した。 

 船長は、第１号灯浮標及び第２号灯浮標を目視で確認できなかった

ので、予定変針点（第１号灯浮標の北方約８０ｍに設定）を確認する

ため、レーダーで船位を確認していたところ、１７時１５～１６分ご

ろ塩釜信号所から、ＶＨＦ無線電話で、航路を逸脱するので針路を右

方へ転じるよう指示を受け、予定変針点を通過していること及びその

東北東方約１５０ｍの航路左側端を航行していることに気付いた。 

本船は、船長が、右へ約１５°～２０°変針するよう指示したもの

の、第２号灯浮標の北側を通過し、１７時１７分ごろ、同灯浮標東方

約２００ｍの垂水
た る み

と称する浅所に乗り揚げた。 

 本船は、船長が海上保安庁に本事故の発生を通報した後、左舷錨を

投下して錨泊し、浸水及び油漏れの有無を確認したが、異状は認めら

れなかったので、満潮時の１８日０１時５０分ごろに自力で浅所を離

れ、海上保安庁の指示により、０２時４０分ごろ仙台塩釜港仙台区の

検疫錨地に錨泊した。 

（付図１ 航行経路図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 東、風力 １、視程 約１００ｍ以下 

海象：波向 南南東、波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 宮城県塩竈市には、１６日２０時２９分に濃霧注意報が発表され、

本事故当時、継続中であった。 

 その他の事項 船長は、平成２６年１２月１２日に本船の船長となり、仙台塩釜港

への入出港経験が約３０回あったが、視界制限状態で本件航路を通航

するのは初めてであった。 

本船は、アメリカ合衆国アラスカ州ダッチハーバーで冷凍魚約

４,４００ｔを積載し、仙台塩釜港で約７７０ｔの揚げ荷役を行っ

た。 
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船長は、出航前、海上保安庁にＶＨＦ無線電話で出航する旨の通報

を行い、離岸場所から約２,０００ｍに位置する第５号灯浮標及び第

６号灯浮標を目視で視認できたので、航行に支障はないものと判断

し、出航することとした。 

船長は、本事故後、海図に記載されていない物標を認めた際、精神

的に動揺したこと、及び視界が悪く第１号灯浮標及び第２号灯浮標を

目視では確認できなかったので、レーダーで両灯浮標の所在を確認す

ることに夢中になっていたことで、予定変針点を通過していることに

気付かなかったのではないかと思った。 

本船には、他にレーダーが１台装備されていたが、作動させていた

ものの、本事故当時、使用していなかった。 

船首部で見張りをしていた乗組員からは、本事故発生時まで船橋へ

の報告はなかった。 

第二管区海上保安本部は、平成２６年第二管区水路通報第３号（平

成２７年１月２３日掲載）により、第９号灯浮標の位置が移動してい

る旨の情報提供を次のとおり行っていた。 

２０１５年３２項 本州東岸―仙台塩釜港、航路 灯浮標移動 

名称 塩釜第９号灯浮標（航路標識番号１７６５） 

位置 （移動前）38-19-15.9N 141-03-01.6E 

   （移動後）38-19-11.3N 141-05-18.8E 

備考 移動前の位置に仮設灯付浮標（群閃緑光、毎６秒に２閃光、

灰色塗）を設置 復旧日は未定 

船長は、上記水路通報を入手しておらず、第９号灯浮標が移動して

いることを知らなかった。 

本件航路は、海上保安庁により総トン数５００トン以上の船舶を対

象とした水路管制が行われており、本事故当時、本船以外に通航して

いる船舶はいなかった。 

海図Ｗ６４Ａによれば、本事故発生場所は、水深約１～３ｍ、底質

は泥であった。 

（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

分析 

 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

 

あり 

なし 

写真１ 本船（左舷船首） 写真２ 本船（左舷船尾） 
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気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

あり 

 本船は、霧で視界制限状態となった本件航路内を東進中、船長が、

レーダーによる見張りを適切に行っていなかったことから、第２号灯

浮標東方の浅所に向かっていることに気付かずに航行し、塩釜信号所

から右へ変針するよう連絡を受けた後、予定変針点を通過しているこ

と、及びその東北東方約１５０ｍの航路左側端を航行していることに

気付き、右舵を取ったものの、同浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

 船長が海図に記載されていない物標を認めて精神的に動揺したこ

と、及び０.２５Ｍレンジとしたレーダー画面で見張りを行っていた

ことが、見張りを適切に行っていなかったことに関与した可能性があ

ると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、霧で視界制限状態となった本件航路内を東進

中、船長が、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、

第２号灯浮標東方の浅所に向かっていることに気付かずに航行し、同

浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、視界制限状態において、航路内を通航する場合、レーダー

のレンジを適切に調整して船位の確認を行うとともに、必要に応

じて他の乗組員にも船位の確認を行わせること。 

 ・船長は、視界制限状態下の航路内での航行に不安を感じた場合、

航路内で錨泊することも考慮すること。 

 ・船長は、事前に水路調査を十分行うこと。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年３月１７日  

１７時１７分ごろ発生） 

付図１ 航行経路図 
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垂水 

宮城県七ヶ浜町 

宮城県 

塩竃市 
仙台塩釜港塩釜区 

貞山ふ頭２号岸壁 


